
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
七
号 

 
第
四
十
七
期
埼
玉
県
労
働
委
員
会
委
員
の
任
期
が
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
満

了
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
次
期
労
働
者
委
員
候
補
者
及
び
使
用
者
委
員
候
補
者
の
推
薦

を
求
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

推
薦
資
格 

 
 

イ 

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の 

埼
玉
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組

合
と
す
る
。 

 

ロ 

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の 

埼
玉
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
と
す
る
。 

二 

被
推
薦
者
資
格 

 
 

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

推
薦
手
続 

 
 
 

 
 

イ 

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
推
薦
書
及
び
略
歴
書
に
、
当

該
労
働
組
合
が
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
埼
玉
県
労
働
委
員

会
の
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
団
体
は
、
推
薦
書
及
び
略
歴
書
を
提

出
す
る
こ
と
。 

四 

推
薦
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で 

五 

推
薦
に
必
要
な
書
類
の
提
出
先 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
雇
用
労
働
課 

   


